
 

      平成１６年９月３０日 

各  位 
                              京都市下京区烏丸通五条上る高砂町３８１－１ 

                              ア イ フ ル 株 式 会 社 

                              代表取締役社長 福 田 吉 孝 

                              （コ ー ド 番号 ８ ５ １ ５） 

                              （上 場 取 引所 東証第１部・大証第１部） 

                              決  算  期 ３月 

                              問い合わせ先 広報部長  香 山 健 一 

                              ＴＥＬ 0 3 - 3 2 7 4 - 3 5 6 0(広 報 部) 

                                  0 3 - 3 2 7 2 - 8 0 3 1(Ｉ Ｒ 室) 

 

 
                             ＦＡＸ 0 3 - 3 2 7 4 - 4 5 8 1 

   
アイフル株式会社と住友信託銀行株式会社の合弁によるスモールビジネス向けローン会社 

ビジネクスト株式会社 
10 月 1 日「名古屋店」営業開始 

 

 アイフル株式会社（代表取締役社長：福田 吉孝）と住友信託銀行株式会社（代表取締役社長：

高橋 温）の合弁会社であるビジネクスト株式会社（代表取締役社長：原川 民男）は、平成１６

年１０月１日「ビジネクスト株式会社 名古屋店」を新設し、営業を開始いたします。 

 

記 
     １．新規開設の目的 

ビジネクスト株式会社は、スモールビジネス向けローン会社として平成１３年１月に設立し、 

東京・大阪の 2店舗体制で、日本全国のお客様にサービスの提供を行っておりましたが、名古屋を 

中心とする中部エリアでのお客様が増加していることから、名古屋店を新設することといたしました。 

ビジネクスト株式会社名古屋店では、中部エリアの個人事業主・中小企業経営者の資金ニーズに 

お応えするとともに、お客様の利便性向上を図ってまいります。 

    

２．名古屋店概要 

名称：ビジネクスト株式会社 名古屋店 

住所：〒４５３－０８０１ 

愛知県名古屋市中村区太閤３丁目１番１８号 名古屋ＫＳビル６階 

ＴＥＬ    ０５２－４５９－６０５０ ＦＡＸ ０５２－４５９－６０５５ 

フリーコール ００７７－７０７３ 

営業時間   ９：３０～１８：００（土・日・祝は休業） 

      ＜店舗地図＞ＪＲ名古屋駅太閤通口より徒歩６分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

３．ビジネクスト株式会社 会社概要・商品概要 

ビジネクスト株式会社は、おかげさまで本年 4月に創業 3周年を迎え、個人事業主・中小企業経営者 

の皆様の頼れるパートナーとして、資金面から事業をサポートさせていただいており、25,000 社を超え

るご利用があります。 

 今後も、「社会的意義の高い金融サービスの創造、提供」を行い、事業主、経営者の皆様の様々なニー 

ズにお応えしてまいります。 

 
 ＜会社概要（平成 16 年 6 月末現在）＞ 

(１) 商    号 ビジネクスト株式会社 

(２)  代 表 者 原川 民男 

(３) 本店所在地 東京都新宿区新宿４丁目３番２５号 オリックス新宿ビル８階 

(４) 設立年月 平成１３年１月 

(５) 主な事業内容 事業者金融事業 

(６) 決 算 期 ３月 

(７) 従業員数 ５４名 

(８) 資 本 金 ４０億円 

  (９) 営業貸付金残高 ３２，０１４百万円 

(10)  登録番号 関東財務局長（２）第 01262 号 

(11)  Ｕ Ｒ Ｌ http://www.businext.co.jp 

 

＜商品概要＞ 

商品名  カードローン ビジネスローン 不動産担保付き 

カードローン 

不動産担保付き 

ビジネスローン 

提携ローン

ご融資額 １万円～５００万円 １００万円～１，０００万円 １００万円～２，０００万円 １００万円～1 億円 

実質年率 １３．０％～１８．０％ ８．０％～１５．０％ ８．０％～１５．０％ ８．０％～１５．０％ 

担    保 不要 不要 不動産 

（抵当順位不問） 

不動産 

（抵当順位不問） 

保  証  人 原則不要 原則不要 原則不要 原則不要 

  但し、法人契約の場合、

代表者の連帯保証要 

 

但し、法人契約の場合、

代表者の連帯保証要

担保提供者の連帯保証

が必要。法人契約の場

合、代表者の連帯保証要

担保提供者の連帯保証

が必要。法人契約の場

合、代表者の連帯保証要

個別対応

 

 


